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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報担体を保持し且つクランプするよう底板に配置される保持装置を有するハウジング
であって、
　該保持装置は、
　少なくとも１枚の情報担体にかみ合う放射外方にクランピング表面を有し、環状に配置
される放射状弾性クランピング突出部と、
　該クランピング突出部の間に置かれる放射外方に支持表面を有する剛性支持突出部と、
　を有し、
　前記支持表面の環状配置の直径は、前記情報担体の中央開口部の直径よりも僅かに小さ
くされ、
　前記剛性支持突出部は、前記情報担体の前記中央開口部にかみ合う放射外方にクランピ
ング表面を有する放射状弾性クランピング先端部を有する、
　ことを特徴とするハウジング。
【請求項２】
　前記支持突出部は、底板の面に実質的に垂直に延在し、前記クランピング突出部の端の
領域に実質的に突出する、
　ことを特徴とする請求項１記載のハウジング。
【請求項３】
　前記支持突出部は、共通の剛性支持素子によって互いに固定的に接続される、
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　ことを特徴とする請求項１記載のハウジング。
【請求項４】
　前記クランピング突出部は、前記底板と一体であり、前記保持装置の周縁部から前記保
持装置の中央に向かって延在する、
　ことを特徴とする請求項１記載のハウジング。
【請求項５】
　前記クランピング突出部は、前記支持素子と一体であり、該支持素子から放射外方に延
在する、
　ことを特徴とする請求項３記載のハウジング。
【請求項６】
　前記支持素子及び前記支持突出部は、前記保持装置及び前記底板と一体である、
　ことを特徴とする請求項３記載のハウジング。
【請求項７】
　前記クランピング突出部の前記クランピング表面及び前記支持突出部の前記クランピン
グ表面は、２枚の前記情報担体をクランプするよう２つ異なる平面において配置される、
　ことを特徴とする請求項１記載のハウジング。
【請求項８】
　前記クランピング突出部の前記クランピング表面は、前記支持突出部の前記クランピン
グ表面より上に位置する、
　ことを特徴とする請求項７記載のハウジング。
【請求項９】
　異なる平面に設けられた前記支持突出部及び前記クランピング突出部の前記クランピン
グ表面は、前記支持突出部及び前記クランピング突出部の前記クランピング表面の環状の
配置の最大外径が前記情報担体の前記中央開口部の直径よりも僅かに大きくなるよう、前
記底板の平面に向かって先が細くなり、
　前記クランピング突出部の夫々の前記クランピング表面と隣接する前記クランピング突
出部のストレート表面は、前記底板の平面に実質的に垂直に延在し、
　前記ストレート表面の外径は、前記情報担体の前記中央開口部の直径よりも僅かに小さ
く、
　前記情報担体が定位置にクランプされている前記支持突出部の前記支持表面の外径は、
前記クランピング突出部の前記ストレート表面の外径と等しいか、若しくは前記ストレー
ト表面の外形よりも僅かに小さくされる、
　ことを特徴とする請求項７記載のハウジング。
【請求項１０】
　底部分と、該底部分に旋回可能に据付けられたカバー部分と、前記底部分に据付けられ
るよう適合されたトレーと、を更に有し、
　該トレーは中央の保持装置を担持する底板として構成される一方、前記ハウジングの外
寸法は保たれる、
　ことを特徴とする請求項１記載のハウジング。
【請求項１１】
　中央部分と、該中央部分に旋回可能に接続された二つの同じ構造のカバー部分と、各カ
バー部分の夫々に据付けられるように適合されたトレーと、を更に有し、
　該二つのトレーは、中央の保持装置を担持する底板として構成される一方、前記ハウジ
ングの外寸法は保たれる、
　ことを特徴とする請求項１記載のハウジング。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は少なくとも一枚のコンパクトディスクのようなディスク形状の情報担体の中央開
口部にかみ合う放射外方にクランピング表面を有する放射状弾性クランピング突出部の環
状の配置を有し、放射外方に支持表面を有する剛性支持突出部は上記クランピング突出部
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の間に置かれ、上記支持表面の環状の配置の直径は上記情報担体の中央開口部の直径より
も僅かに小さくされ、底板に配置された保持装置を含むハウジングに関する。
【０００２】
このようなハウジングは例えば欧州特許第８１７１９６Ａ１号から公知である。この公知
のハウジングは、環状に配置され、ディスク形状の情報担体の中央開口部にかみ合う放射
外方、即ち半径方向に外向き、のクランピング表面を有する放射状弾性クランピング突出
部を有する。衝撃荷重がクランピング素子に加わることを防ぐために、放射外方に支持表
面を有する剛性支持突出部がクランピング突出部の間に置かれる。支持表面は環状に配置
されており、その直径は情報担体の中央開口部の直径よりも僅かに小さく、その結果支持
表面は情報担体にクランピング力を加えない。
【０００３】
本発明の目的は、冒頭段落で定義されたようなタイプのハウジングであって、衝撃荷重へ
の耐性に影響を与えることなく情報担体へのクランピング力を増加するハウジングを提供
することである。
【０００４】
本発明によると、上記目的は冒頭段落で定義されたように剛性支持突出部がディスク形状
の情報担体の中央開口部にかみ合う放射状のクランピング表面を有する放射状弾性クラン
ピング先端部を有することで達成される。
【０００５】
このような構造はディスク形状の情報担体の中央開口部にかみ合うように適合されたクラ
ンピング表面の数を増加させる。一方では、剛性支持突出部は弾性クランピング先端部を
用いてディスク形状の情報担体をクランプするクランピング機能を果たす。他方では、剛
性支持突出部を用いることにより、厳しい衝撃荷重が加えられた場合に、ＣＤはその中央
開口部の端で支持突出部の支持表面に押し付けられ、従ってクランピング突出部及び弾性
クランピング先端部の更なる荷重は吸収され、それによってクランピング突出部及び弾性
クランピング先端部の破損の危険性の回避が保証される。
【０００６】
請求項２で定義された支持突出部の直角な形状は、衝撃荷重の際に最適保護を実現し、支
持突出部がクランピング突出部の端の領域に延びることにより、如何なる位置においても
効果的な保護が保証される。
【０００７】
請求項３で定義された本発明の有利な実施例はより信頼性の高い構造を提供する。更に、
衝撃荷重の主要な力が剛性支持素子に吸収されるため支持突出部は細くさせることが可能
である。
【０００８】
請求項４で定義された本発明の有利な実施例では個別のクランピング突出部は保持装置の
周縁部から動作する。これは情報担体が容易且つ簡単にクランピング素子の上に留められ
ることを可能にするのに有利である。
【０００９】
　請求項５で定義された本発明の有利な実施例では、個別のクランピング突出部は保持装
置の中央から動作する。これは情報ディスクが保持装置から容易且つ簡単に着脱されるこ
とを可能にする。
【００１０】
請求項６で定義された有利な実施例は特に簡単で低価である。
【００１１】
本発明による保持装置は１枚以上の情報ディスクを保持するよう適合するハウジングにお
いて特に有利に使用される。
【００１２】
請求項７で定義されたハウジングでは、クランピング突出部のクランピング表面と夫々の
情報担体をクランピングする支持突出部のクランピング表面とは少なくとも二つの異なる
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平面に配置されている。従って、２枚の情報ディスクの配置では支持突出部のクランピン
グ表面は第１の情報ディスクを保持し、クランピング突出部のクランピング表面は第２の
情報ディスクを保持する。２枚の情報ディスクは一方が他方の上に重なってクランプされ
る。この配置が特に有利なのは、一枚以上の情報ディスクを収容するハウジングにおいて
、各情報担体をクランプするため利用されるクランピング突出部の数が明らかに減少する
からである。本発明による配置を用いることにより、支持突出部も又クランピング機能を
有しており、有効スペースが最適な程度まで使用される。同時にこの配置は剛性支持突出
部によって衝撃荷重から保護され、結果として支持突出部のクランピング突出部及びクラ
ンピング先端部が厳しい衝撃荷重の下で破損されない。
【００１３】
請求項８で定義された本発明の有利な実施例ではクランピング突出部のクランピング表面
は支持突出部のクランピング表面よりも上に配置されている。即ち、底板で最初に支持さ
れた下の情報ディスクは支持突出部のクランピング表面によってクランプされ、下の情報
ディスクの上に置かれた第２の情報ディスクはクランピング突出部のクランピング表面に
よってクランプされる。これは生産技術上の理由から有利である。
【００１４】
請求項９で定義された本発明の有利な実施例ではハウジングの中に重ねられた情報担体が
確実に保持されることを可能にする。本発明は請求項１０及び１１で定義されたハウジン
グで有利に使用し得る。
【００１５】
本発明の実施例は図１乃至８を参照にして例によってより詳細に説明されうる。
【００１６】
　図１は、中央の保持装置１１と一体のトレーの形態をした底板の平面図を示している。
図１で部分的に示されているトレーはハウジングの図示されていない下部分に通例の方法
で据付けられ、カバー部分で閉じられる。このようなハウジングは市販しており従来から
知られている。保持装置１１は情報ディスク、特にＣＤ、を保持且つクランプする。現例
題では、図１に示される保持装置は円周上に離間した四つのクランピング突出部１２及び
同様に円周上に離間した四つの支持突出部１３を有する。支持突出部１３は支持素子１４
と一体であり、その支持素子１４は十字型スポーク車輪の形態をとる。支持突出部１３は
クランピング先端部１５を有する。クランピング突出部１２及びクランピング先端部１５
は、図２及び図３を参照にして詳細に説明されるように、２枚の重なったディスク形状の
情報担体（ＣＤｓ）をクランプし保持する役割を果たし、適切に成形された放射外方にク
ランピング表面を有する。支持突出部１３は更に放射外方に支持表面１６を有する。
【００１７】
　クランピング突出部１２はトレーと一体であり保持装置１１の周縁部から保持装置１１
の中央へ延在する。
【００１８】
　図２は図１の線II‐IIについての断面図を示している。図２で示される放射状弾性クラ
ンピング突出部１２は、トレーの平面１９に向かって円錐状に先が細くなる上部クランピ
ング表面１２ａと、上記上部クランピング表面と隣接する下部表面１２ｂとを有する。ク
ランピング表面１２ａは上側の情報ディスク１７をクランプする機能を有し、下部表面１
２ｂはクランプする機能は有しない。支持突出部１３のクランピング先端部１５は下側の
情報ディスク１８をクランプする傾斜したクランピング表面１５ａを有する。支持突出部
１３は、平面１９に向かって実質的に垂直に延在しクランピング機能を有しない支持表面
１６を有する。
【００１９】
　下部表面１２ｂの外径は情報ディスク１７及び１８の夫々の中央開口部１７ａ及び１８
ａよりも僅かに小さく、一方上部クランピング表面１２ａの最大外径は情報ディスク１７
及び１８の中央開口部１７ａ及び１８ａの直径よりも僅かに大きい。
【００２０】
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　支持表面１６の環状の配置の直径は下側の情報ディスク１８及び上側の情報ディスク１
７の夫々の中央開口部１７ａ及び１８ａの直径よりも僅かに小さくなるよう選択される。
【００２１】
図３は左半分に図１の線III－IIIについての断面図を、右半分に図１の矢印Ｘで示された
方向から見た平面図Ｘを示している。
【００２２】
図４は保持装置１１の斜視図を示している。クランピング突出部１３のクランピング先端
部１５は支持表面１６によって両側及び上側の両方で囲われていることが示されている。
クランピング突出部１３の上のクランピング先端部１５はクランピング先端部１５の弾性
の特性を設けるために空洞２０で形成される。
【００２３】
図５はトレー２２の形態を有した底板を有する別の保持装置２１の平面図を示している。
図１乃至４に示された保持装置１１との違いは、環状の支持素子２４によって一体的に接
続された支持突出部２３が設けられることである。
【００２４】
図６はその別の保持装置２１の斜視図を示している。支持突出部２３は放射状弾性クラン
ピング先端部２５と支持表面２６とを有する。支持突出部２３の間で放射外方に延在する
クランピング突出部２７は環状の支持素子２４と一体的に射出成形される。保持装置２１
のトレー２２の内側でクランピング突出部２７はＵ字型の溝２８によって囲われる。この
結果としてクランピング突出部２７は放射状に弾性的である。各クランピング突出部２７
は剛性リブ２９と共に形成される。従って、クランピング突出部２７は中央の支持素子２
４と一体であり、中央支持素子から放射外方に延在する。
【００２５】
クランピング突出部２７は図示されていない上側の情報ディスクをクランプするための傾
斜した上部クランピング表面２７ａと、これらの上部クランピング表面２７ａと隣接し下
側の情報ディスクの領域に置かれる図示されていない下部表面２７ｂとを有し、下部表面
はクランピング機能を有していない。これは、受動的な下部表面の外径が情報ディスクの
中央開口部の直径よりも僅かに小さく、一方で上部クランピング表面２７ａの最も大きい
直径が情報ディスクの中央開口部の直径よりも大きいことで達成される。
【００２６】
支持突出部２３のクランピング先端部２５は下側の情報ディスクをクランプする図示され
ない傾斜したクランピング表面２５ａを有する。支持突出部２３は更にトレー２２に実質
的に垂直に延在しクランピング機能を有しない支持表面２６を有する。
【００２７】
支持表面２６の環状の配置の直径は情報ディスクの中央開口部の直径よりも僅かに小さく
選択される。
【００２８】
環状の支持素子２４は特に単なる射出成形によって製造され得これは又材料を節約する。
【００２９】
　図７は２枚の情報ディスクを収容するハウジングの断面図を示しており、左側は一部分
のみが断面図ではない簡単な形で示されている。ハウジングは底部分３０、カバー部分３
１及び底部分に据付けられたトレー３２を有し、トレーは２枚の情報ディスク３３を保持
するための保持装置３５を有し、この保持装置は図示されていない態様で本発明に従って
構成される。参照番号３３ａ、３４ａは突出リングを表わし、参照番号３４はリーフレッ
トを表わす。
【００３０】
図８は６枚のＣＤを収容できる中央部分を有するハウジングの側断面図を示しており、ハ
ウジングの左側はこの断面図には図示されない。このハウジングは、中央部分３７と２枚
のＣＤ４０を収容するトレー３９が夫々に設けられた二つの同様に構成されたカバー部分
３８とを有する。中央部分は２枚の更なるＣＤ４０を有する。二つのカバー部分３８及び
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中央部分３７の保持装置４１、４２は、同図には示されていないが、本発明に従って構成
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　トレーの形状をした底板を有し、この底板は一体のクランピング突出部を有し
保持装置の周縁部から保持装置の中央に向かって延在する、情報ディスクのための保持装
置の平面図である。
【図２】　図１の線II－IIについての断面図である。
【図３】　左半分は図１の線III－IIIについての断面図を示し、右半分は図１の矢印Ｘで
示される方向に取られた平面図Ｘを示している。
【図４】　図１で示される保持装置の斜視図である。
【図５】　トレーの形状をした底板を有し、クランピング突出部は環状の中央支持素子と
一体で中央支持素子から放射外方に延在する別の保持装置の平面図である。
【図６】　別の保持装置の斜視図である。
【図７】　２枚の情報担体を収容するために適合したハウジングの側断面図である。
【図８】　６枚の情報ディスクを収容するために適合した中央部分を有するハウジングの
側断面図である。

【図１】 【図２】
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【図７】
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